
議案第３号

木津川市長、副市長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例の一部改

正について

木津川市長、副市長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例（平成３０年木津川

市条例第６号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和２年２月２８日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

水道事業管理者に給与の臨時特例を適用するため、所要の改正を行うものです。





木津川市条例第 号

木津川市長、副市長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例の一部を

改正する条例（案）

木津川市長、副市長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例（平成３０年木津川

市条例第６号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

木津川市長、副市長、水道事業管理者及び教育長の給与の臨時特例に関

する条例

第１条中「平成３３年」を「令和３年」に改め、「副市長」の次に「、水道事業管

理者」を加える。

第２条各号列記以外の部分中「副市長」の次に「、水道事業管理者」を加え、同条

中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。

（３） 水道事業管理者 １００分の１０

第４条中「副市長」の次に「、水道事業管理者」を加える。

附則第２項中「平成３３年」を「令和３年」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。





参考資料（議案第３号）

木津川市長、副市長及び教育長の給与の臨時特例に関する条例の一部を

改正する条例（案）新旧対照表

（新）

木津川市長、副市長、水道

事業管理者及び教育長の給

与の臨時特例に関する条例

（目的）

第１条 この条例は、平成３０年４月１

日から令和３年３月３１日までの間（以

下「特例期間」という。）において、

市長、副市長、水道事業管理者及び教

育長の給与を減ずる措置を講ずること

を目的とする。

（市長等の給料月額の特例）

第２条 特例期間における市長、副市長、

水道事業管理者及び教育長の給料月額

は、木津川市特別職の職員で常勤のも

のの給与及び旅費に関する条例（平成

１９年木津川市条例第４４号。以下「特

別職給与条例」という。）第３条及び

木津川市教育委員会教育長の給与、勤

務時間その他の勤務条件に関する条例

（平成２７年木津川市条例第４号。以

下「教育長給与条例」という。）第３

条の規定にかかわらず、特別職給与条

例第３条及び教育長給与条例第３条に

（旧）

木津川市長、副市長及び教

育長の給与の臨時特例に関

する条例

（目的）

第１条 この条例は、平成３０年４月１

日から平成３３年３月３１日までの間

（以下「特例期間」という。）におい

て、市長、副市長及び教育長の給与を

減ずる措置を講ずることを目的とする。

（市長等の給料月額の特例）

第２条 特例期間における市長、副市長

及び教育長の給料月額は、木津川市特

別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例（平成１９年木津川市

条例第４４号。以下「特別職給与条例」

という。）第３条及び木津川市教育委

員会教育長の給与、勤務時間その他の

勤務条件に関する条例（平成２７年木

津川市条例第４号。以下「教育長給与

条例」という。）第３条の規定にかか

わらず、特別職給与条例第３条及び教

育長給与条例第３条に定める給料月額



定める給料月額から、当該給料月額に

次の各号に掲げる職の区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額に

相当する額を減じた額とし、地域手当

及び期末手当の額の算出の基礎となる

給料月額についても、同様とする。

（１）・（２） （略）

（３） 水道事業管理者 １００分の

１０

（４） （略）

第３条 （略）

（補則）

第４条 この条例に定めるもののほか、

市長、副市長、水道事業管理者及び教

育長の給与に関する手続は、それぞれ

特別職給与条例及び教育長給与条例の

例による。

附 則

１ （略）

（失効）

２ この条例は、令和３年３月３１日限

り、その効力を失う。

から、当該給料月額に次の各号に掲げ

る職の区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額に相当する額を減

じた額とし、地域手当及び期末手当の

額の算出の基礎となる給料月額につい

ても、同様とする。

（１）・（２） （略）

（３） （略）

第３条 （略）

（補則）

第４条 この条例に定めるもののほか、

市長、副市長及び教育長の給与に関す

る手続は、それぞれ特別職給与条例及

び教育長給与条例の例による。

附 則

１ （略）

（失効）

２ この条例は、平成３３年３月３１日

限り、その効力を失う。



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名
議案第３号 木津川市長、副市長及び教育長の給与の臨時特例に
関する条例の一部改正について

担 当 課 人事秘書課 人事係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

水道事業管理者に給与の臨時特例を適用するため、所要の改正
を行うものです。

提案に至るまでの経緯

政策会議（１月２９日）に提案、決定

市 民 参 加 の 状 況

□有 ■無

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたま
ちづくり

政 策 分 野 １７ 行財政運営

施 策
⑤ 組織・人材育成
イ 人材育成の充実

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

■単年度（令和２年度）
□複数年度（ 年度）

令和２年度：▲１，５２８千円

将来にわたる効果及び
経費の状況

水道事業管理者に給与の臨時特例（１０％減額）を適用します。


